
【コーポレート・ガバナンス体制（模式図）】
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【適時開示体制の概要（模式図）】

・決算に関する情報は、財務部が開示資料を作成し、情報管理責任者に報告しております。

・決定事実、発生事実に関する情報は、本社・各部門・子会社等から情報管理責任者に報告しております。

・当社及び子会社等の情報開示に関する管理及び手続きは情報管理責任者が管轄しております。

・株主総会及び株式に関する情報管理及び法定上必要な手続きは総務部が行っております。

・法律の遵守・対応及び契約に関する業務と情報管理は総務部が行っております。

・証券取引所との連絡窓口は情報管理責任者であります。
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